
第４１号議案 

 

 

 

   和解及び損害賠償額の決定について 

 

 

 

 上記の議案を提出します。 

 

 

 

  令和８年６月２９日 

 

 

 

提出者 中野区長  酒 井 直 人    

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

 交通事故に伴う損害賠償について、和解を成立させ、損害賠償額を

決定するに当たり、議決の必要がある。 



   和解及び損害賠償額の決定について 

 

 令和７年１０月６日に東京都中野区中野五丁目２９番先交差点で発

生した庁有車と自転車との交通事故に伴う損害賠償に関し、下記の当

事者間において、下記の和解条件のとおり和解を成立させ、損害賠償

額を決定する。 

記 

１ 当事者 

  甲  記載削除 

  乙 東京都中野区中野四丁目１１番１９号 

    中野区 

    代表者 中野区長 酒井直人 

２ 和解条件 

 ⑴  本件事故により、甲は治療費、傷害慰謝料等の合計１，５６９，

１９１円の損害を被り、乙は乙車の修理費の合計６６，０００円

の損害を被った。 

 ⑵  甲は、過失割合（甲２割、乙８割）に従い、乙が被った上記損

害額のうち１３，２００円について乙に対し賠償する義務がある

ことを認め、本件和解成立後、乙の指定する方法で支払う。 

 ⑶  乙は、過失割合（甲２割、乙８割）に従い、甲が被った上記損

害額のうち１，２５５，３５３円について甲に対し賠償する義務

があることを認め、自動車損害賠償責任保険により保険会社から

甲へ休業損害等の内払として直接支払われた４１４，４６４円及

び医療機関等へ治療費の内払として直接支払われた６７７，４６

０円を除く１６３，４２９円について、本件和解成立後、甲の指



定する方法で支払う。 

 ⑷  以上のほか、本件事故に関し、甲と乙との間には、何らの債権

債務がないことを確認する。 


